
令和８年度小・中学校生徒指導対策協議会

令和８年度の生徒指導上の重点について

＜説明内容＞
１．生徒指導の目標と発達支持的生徒指導

について
２．いじめの問題への対応について
３．UniPath（不登校）支援等について
４．自殺予防教育について
５．専門家との連携について
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からダウンロードできます。
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生徒指導の目標＝児童生徒一人一人の自己指導能力の獲得

児童生徒一人一人が自己指導能力（深い自己理解に基づき、「何をしたいのか」、「何をするべきか」、主体的に

問題や課題を発見し、自己の目標を選択、設定して、この目標達成のため、自発的、自律的かつ他者の主体性を

尊重しながら、自らの行動を決断し、実行する力）を獲得する。

生徒指導の目標

児童生徒が学校生活のあらゆる場面で、「自分も一人の人間として
大切にされている」と実感できるか。

（具体的な取組）「指導の個別化」や「学習の個性化」

自己存在感の感受

学級・HRにおいて教職員と児童生徒、児童生徒同士の選択できな
い出会いから始まる生活集団において、自他の個性を尊重し、相手
の立場に立って考え、行動できる相互扶助的で共感的な人間関係

（具体的な取組）児童生徒同士がお互いに関心を抱き合う授業づくり
。

共感的な人間関係の育成

自ら考え、選択し、決定する、あるいは発表する、制作する等の
体験が得られているか（「主体的・対話的で深い学び」の実現）。

（具体的な取組）校則の見直しにおける児童生徒の参画

自己決定の場の提供

児童生徒一人一人が、個性的な存在として尊重され、学級・HRで安
全かつ安心して教育を受けられるよう配慮。

（具体的な取組）不適切な指導の禁止、不利益な取扱の禁止

安全・安心な風土の醸成

生徒指導の
実践上の視点

（文部科学省行政説明資料より）

１．生徒指導の目標と発達支持的生徒指導



発達支持的生徒指導とは、教育課程内外の全ての教育活動において、学校、教職員か
ら、全ての児童生徒に様々な働きかけが行われており、そうした日常の働きかけの中でも、
生徒指導の観点をもっていこうという考え方。

発達支持的生徒指導

授業は全ての児童生徒を対象とした発達支持的生徒指導の場

教育課程の編成や実施に当たっては、学習指導と生徒指導を分けて考えるので

はなく、相互に関連付けながら、どうすれば両者の充実を図ることができるのか、

学校の教育目標を実現できるのかを探ることが重要。

全ての子供たちが自らの可
能性を発揮できるように「個
別最適な学び」と「協働的な
学び」実現

学習指導

「社会の中で自分らしく生き
ることができる存在への児童
生徒が、自発的・主体的に成
長や発達する過程を支える」

生徒指導

自己存在感の感受を促進する授業づくり 共感的な人間関係を育成する授業

自己決定の場を提供する授業づくり 安全・安心な「居場所づくり」に配慮した授業

生徒指導の実践上の視点

きめ細かで、継続的で確かな児童生徒理解に基づいて、可能な範囲で生徒指導を意識した授業を行う。

当該児童生徒に対する配慮事項、指導や支援目標の設定、具体的な指導や支援方法を明確にし、チームで実践。

（文部科学省行政説明資料より）

１．生徒指導の目標と発達支持的生徒指導



学校における「いじめに対する措置」 （法第２３条の義務）
教職員は、児童生徒から相談を受け、いじめの事実があると疑われると

きは、 校内の「学校いじめ対策組織」への通報等の適切な措置をとる。1
「抱え込み」が許されないことの法的根拠

学校は、児童生徒がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、

いじめの事実の有無を確認し、その結果を当該学校の設置者に報告す

る。
2

「学校」とは、具体的には、校内の「学校いじめ対策組織」を指す。

学校は、いじめがあったことが確認された場合は、いじめをやめさせ、

再発を防止するため、被害児童生徒又はその保護者への支援や、加害

児童生徒への指導又はその保護者への助言を継続的に行う。
3

学校は、必要に応じて加害児童生徒に対する別室指導等※を検討
4 ※被害児童生徒等が安心して教育を受けられるために必要な措置

いじめに係る情報を、加害・被害児童生徒双方の保護者と共有5

警察と連携

6 • いじめが犯罪行為として取り扱われるべきときは、所轄警察署と連携して対処
• 児童生徒に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報

組織への通報

事実確認・報告

支援及び
指導・助言

情報共有

特別の指導
（必要に応じて）

警察との連携

（文部科学省行政説明資料より）

２．いじめの問題への対応



いじめの対応について確認いただきたいこと

いじめアンケートの設問の点検と見直し。ダブルチェック体制の整備。

いじめか否かの判断の根拠は法第２条の定義によること。いじめの認知は学校いじめ
対策組織を活用して行うこと（個人で判断してはならない）。

自校の学校いじめ防止基本方針について、必ず入学時・各年度の開始時に児童生徒、
保護者、関係機関等に説明すること。

→関係する人たちのいじめに対する温度感をそろえる。いじめの感度を上げる。

「いじめる心理」「いじめの構造」「いじめの法」の視点から考える未然防止教育の実施。
全ての児童生徒にとって安全で安心な学校づくり・学級づくり。

→何が正しく、何が間違っているかを自分で考え行動できる児童生徒の育成。

未然防止

早期発見・対応

いじめの対処

組織的な対応の徹底（支援や指導、解消の判断等を担任だけで行わない）。

犯罪行為に該当する暴力行為やいじめに対しては、警察等の関係機関と連携や別室
指導、出席停止等の毅然とした対応を行うこと。（学校・警察連絡員の指定に課題）

→法や基本方針、ガイドライン等に沿った適切な対応の徹底。

２．いじめの問題への対応



Uni Path（ユニパス）について
３．UniPath（不登校）支援等

高校生リバースメンターによる提案

「UniPath（ユニパス）」は、「一人ひとりの
道」を意味していて、「一人ひとりがそれぞ
れの思い描く道を歩んでいいんだ」

と、子どもたちに自らの状況を肯定的に
捉えて欲しいという想いが込められている。

国の調査等の表記や未然防止を意図した
表現では「不登校」の表現を使う場合もある
が、県が作成する資料等においては、可能
な限り「UniPath（ユニパス）という表現を用
いながら、こうした考え方や思いを丁寧に伝
えていきたい。



UniPath児童生徒の現状（県内公立）
３．UniPath（不登校）支援等
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国の調査結果では、不登校児童生徒数は、小学校では12年連続増加、中学校
では11年ぶりの減少となっている。
中学校の不登校生徒数は減少となっているが、割合としては増加している。

（令和６年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査）



心と学びのサポートセンター「つなぐん」
３．UniPath（不登校）支援等

SC、SSW等と連携してUniPath児童生徒の
見立てや支援方針を検討し、学校・家庭・地
域が連携協力しながら支援に取り組む。



指導要録上の出席扱い・成績評価について
３．UniPath（不登校）支援等

【学校・教育委員会等向け】 【保護者等向け】



学校における自殺予防の３段階

自殺の危機の早期発見（児童生徒の自殺の危険のサインに早期に気付けるよう、教職
員一人一人が自殺予防に関する意識を高める）。
校内連携型危機対応チームの立ち上げと、緊急ケース会議の開催（アセスメントと対応）。

全ての教職員、保護者を対象とした研修会等の実施。
SOSの出し方に関する教育を包括した自殺予防教育に繋がる教科等での授業の実施

予防活動

危機介入

事後対応

「児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の指針」に沿った緊急対応及び背景調査
の実施とネットワーク型緊急支援チームの立ち上げ、対応。

【参考】自殺予防教育モデルプログラム（令和８年３月 県教育委員会）
群馬県中学生版「ＳＯＳの出し方に関する教育」プログラム（平成３１年３月 県こころの健康センター）
SOSの出し方・受け止め方プラン（県総合教育センター 令和元年度長期研修員実践研究）

全児童生徒を対象とした「未来を生きぬく力を育む教育」としての自殺予防教育

自殺の危険が高まった生徒への気付きと関わり

【参考】自殺の危険が高まった生徒への危機介入マニュアル（令和４年８月 県教育委員会）
教師が知っておきたい子どもの自殺予防（平成２１年３月 文部科学省）

自殺が起きてしまったときの危機対応と心のケア

【参考】児童生徒の自殺が起きたときの背景調査の指針（令和７年１２月 文部科学省）
子どもの自殺が起きたときの緊急対応の手引き（平成２２年３月 文部科学省）

４．自殺予防教育



４．自殺予防教育

自殺予防教育の全体像について

自殺予防教育は、「早期の問題認識」と「援助希求的態度の育成」に焦点を当て、
①心の危機のサインを理解する
②心の危機に陥った自分自身や友人への関わり方を学ぶ
③地域の援助機関を知る
ことを目的としている。
特にSOSの出し方に関する教育の実施等については、自殺対策基本法で努力義務が規定され
ている。

「SOSの出し方に関する教育を含む自殺予防教育の構造」
（出典 「生徒指導提要」（令和４年12月）



SC・SSW・SL等の専門家との連携について
５．専門家との連携



SC・SSW・SL等の専門家との連携について
５．専門家との連携

スクールロイヤー活用事業について

【令和７年度実績】
法務相談：１４０件（保護者トラブル７８件、いじめ４３件、問題行動７件、ネットトラブル４件など）
職員研修：３１件
児童生徒向け授業：６件

R7からの相談の流れ



いじめ問題対策推進事業について

～オール群馬「いじめ防止」の取組～



いじめ問題対策推進事業について

＜今井さんの思い＞

みんなが笑顔になる世界を、みんなで
つくっていく様子を、このポスターに表現
しました。

Ｒ８年度いじめ問題対策推進事業スローガン

私たちは、「相手」も「自分」も笑顔にな
るために、私たちにとって何が大切かを
考え、行動します！



令和８年度いじめ防止活動スローガン

私たちは、「相手」も「自分」も笑顔にな
るために、私たちにとって何が大切か
を考え、行動します！

・「いじめ防止宣言」の具体化
・児童生徒が主体となった

いじめ防止活動の推進
・自己有用感をはぐくむ

教育活動の充実

【各学校における取組】



いじめ防止対策推進法

【いじめの定義】
「児童生徒と一定の人的関係にある他の
児童生徒が行う心理的又は物理的な影響
を与える行為であって、対象児童生徒が
心身の苦痛を感じているもの」

いじめの疑いがあるものを漏れのないように広く認知し、
対応していくことが大切。



いじめの対応について
令和６年度児童生徒のの問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題
に関する調査結果より



いじめ対応の重層的支援構造

発達支持的生徒指導

課題予防的生徒指導

困難課題対応的生徒指導

課題未然防止教育

課題早期発見対応

●全ての児童生徒に対して

●特別な援助が必要な児童生徒に対して

●気になる児童生徒に対して

・いじめ防止対策推進法
・基本方針等（国→県→市町村→学校）
・いじめ重大事態ガイドライン
・こども基本法（R5.4.1施行）  いじめの解消に向けた組織的な指導と援助

（学校のいじめ防止対策組織による被害ケア・加害指導・関係修復等）

 予兆の発見と迅速な対応
 SOSの受け止め体制の整備
（健康観察・生活アンケート・チャンス相談・被害側の安全確保等）

双方の成長支援

 道徳科や特別活動等、児童生徒主体のいじめ防止の取組
（いじめ防止強化月間・いじめ防止フォーラム・いじめ防止子ども会議
・sosの出し方教育・情報モラル教育）

 多様性を認め、人権侵害をしない人を育てる人権教育等
（道徳科の授業・人権週間・法教育など市民性を育む教育・安全で安心
な学校、学級づくり・自己肯定感を高められる声掛け等）

見逃さない！

生み出さない！



いじめの予防について

予防

早期発見
早期対応

早期発見
の前段階

初期対応 未然防止

参考：独立行政法人教育支援機構校内研修シリーズ「いじめのとらえ方と予防」藤平 敦

微 熱 平 熱

https://www.nits.go.jp/materials/intramural/056.html

https://www.nits.go.jp/materials/intramural/056.html


いじめ防止フォーラム

説明では画像を提示します



「生徒指導関連資料」（県教委） http://www.nc.gunma-boe.gsn.ed.jp/?page_id=73

説明では画像を提示します

http://www.nc.gunma-boe.gsn.ed.jp/?page_id=73
http://www.nc.gunma-boe.gsn.ed.jp/?page_id=73
http://www.nc.gunma-boe.gsn.ed.jp/?page_id=73


魅力的な学校をつくるための基盤となる学級経営の充実

一人ひとりの児童生徒の心の居場所づくり

いじめの予防について（発達支持的生徒指導）

説明では画像を提示します



生徒指導体制チェックシート

「生徒指導関連資料」（県教委）

https://gunma-boe.gsn.ed.jp/wysiwyg/file/download/506/4943


【小学校】
●冷やかしや

からかい

５５％

●軽い暴力

２９％

●嫌なことを
させられる

２０％

【中学校】
●冷やかしや

からかい

６５％

●軽い暴力

１８％

●嫌なことを
させられる

１７％

【高校】
●冷やかしや

からかい

７３％

●PC等で
誹謗中傷

１４％

●仲間はずれ

１２％

校種ごとのいじめの態様現状（令和６年度）

【特別支援学校】
●軽い暴力

３０％

●冷やかしや
からかい

２９％

●嫌なことを
させられる

１５％



ネットリテラシー向上教材

R3
動
画
教
材

R4
体
験
型
web

教
材



・主人公目線で自分事として物語を読み進める。
・読み手の選択によりストーリーが変化。
・選択によってエンディングの内容や登場人物が異なる。
・随所にトラブルの種がちりばめられている。
・児童生徒は4つのリテラシーを働かせながら自己決定を
繰り返す。
・全員共通の疑似体験を通した話合い活動ができる。

小中学生向けストーリー 中高生向けストーリー

「ネットリテラシー向上教材」（県教委）
http://www.nc.gunma-boe.gsn.ed.jp/?page_id=829

http://www.nc.gunma-boe.gsn.ed.jp/?page_id=829
http://www.nc.gunma-boe.gsn.ed.jp/?page_id=829
http://www.nc.gunma-boe.gsn.ed.jp/?page_id=829


いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの改訂(R6.8.30)

概要

新規
重要！



いじめに対する平時からの備えについて

本チェックリストは、いじめ重大事態に
対する、平時からの備えや重大事態調
査の実施等に当たり、基本的な項目に
ついてチェックリスト形式にまとめたも
のです。

全１０ページで、１ページ目が「学校に
おける平時からの備え」についてになっ
ている。

https://www.mext.go.jp/content/20240830-mext_jidou01-1336275_4.docx

https://www.mext.go.jp/content/20240830-mext_jidou01-1336275_4.docx

https://www.mext.go.jp/content/20240830-mext_jidou01-1336275_4.docx


「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」のチェックリストを活用した
平時からの備えに関する点検に関する調査より

■学校における平時からの備えについて
③ 学校いじめ防止基本方針について、入学時・各年度の開始時
に児童生徒、保護者、関係機関等に説明している。

８８．１％

⑪ いじめが犯罪行為に相当し得ると認められる場合には、学校と
しても、警察への相談・通報を行うことについて、あらかじめ保護
者等に対して周知している。

８１．６％

■学校の設置者における平時からの備えについて
⑥ 重大事態が発生した場合には、法に沿った適切な対応を迅速
に行うことができるよう、あらかじめ対応手順を明確化し、各学校
に示している。

８１．１％

群馬県実施率













自殺予防教育
について





予防活動

危機介入



■自殺予防教育「SOSの出し方、受け止め方に関する教育」
  年１回以上の授業実践１００％に（R7 小87％ 中92％）

自殺予防教育
モデルプログラム

・児童生徒向け
・保護者向け
・教職員向け

SCと連携して実施

予防活動





令和８年度 児童生徒の問題行動等に関する
月例報告書の作成について

１ ファイルの使い分け

２ リストに基づいた入力

３ いじめ解消の２要件

４ いじめの態様の項目追加



□分析作業用ファイル

・報告には使わない。

・各学校や各教委で分析作業の必要があれば活用する。

□報告用ファイル

・毎月の報告に使用する。

・○○に月及び校名・市町村名等を入れて活用する。

１ ファイルの使い分け

重いのでメールに不向き



□報告月のリストは「○月１日」に設定されている

・オートフィルで連続データになっていると、分析作業用ファイルに

貼付したとき反映されない

・オートフィル使用時は「セルのコピー」を選択

２ リストに基づいた入力

最初が
リスト入力でも

入力値が異なる

オートフィル
（連続データ）だと



□いじめの解消

①「いじめに係る行為が止んでいる状態が少なくとも３ヶ月継続」

かつ

②「被害児童生徒が、心身の苦痛を感じていないと認められる」

※被害児童生徒本人及びその保護者に対して面談等により確認

□４月１０日のいじめの解消は？

・ 少なくとも「７月１０日まで行為が止んでいる」ことが必要

・ 解消になるのは最短で7月

・ 被害児童生徒本人及びその保護者に対して面談等により確認

３ いじめの解消の２要件



□追加項目

卑わいなことを言われたり、身体を触られたり、性的な動画・画像を撮影・送信されたり

するなど、性的な嫌がらせや性的な行為をされる。

４ い じ め の 態 様 の 項 目 追 加

令和７年度文部科学省の諸課題等調査において、いじめの態様項目に追加がありました。



班別協議
・自己紹介

・事例についての班別協議

「固定化した人間関係における性的ないじめと学校の対応」

①事例を読み、教職員の対応や生徒の様子で気になる箇所を見つける

②気になる箇所の課題や問題点を挙げ、その原因や解決策について話し合う

③ご自身の学校において、このようないじめの重大化を防ぐために、どのよ

うな取組ができるか話し合う



協議用事例 いじめの重大化を防ぐための研修用事例集 事例６より

高校２年生女子のＪさんは、小学校から中学校まで単学級であったため、クラス替えも行われず、高校でも地元の知り合いが
多い状況で、人間関係は固定されていた。クラスの中では、同じ中学校から進学してきた男女４人のグループが強い影響力を
持っていた。Ｊさんは、そのグループの男子生徒とＫさんと交際を始めたが、数か月後に関係が解消された。その直後から、Ｊ
さんに対する性的な言葉やからかいが始まり、SNSの４人のグループチャット内では「Ｋさんと付き合ってたくせに」「体目当
てだったんじゃないの」などのメッセージに加え、ＫさんがＪさんの裸の画像を共有していた。同級生の中の数名はその事実を
知っていたが、誰にどうやって相談したらよいか分からず、声を上げることができなかった。そのため、教職員がその事実を把
握することはなかった。

Ｊさんは、保健室に頻繁に訪れるようになり、「なんか疲れた」「誰にも話したくない」といった言葉を残すようになったが、
養護教諭はＪさんの交際の情報を知っていたため「思春期特有の悩み」と判断し、深く聴き取ることはしなかった。担任も「交
際関係のトラブルはよくあること」として、特に対応を取らず、学級内の雰囲気も「少しざわついているが、深刻ではない」と
判断していた。

一方で、Ｊさんの友人のＬさんは、４人グループの教室での会話から、Ｊさんの裸の画像のことを知り、誰かに相談しようと
した。スクールカウンセラーだよりに「困ったことがあったら昼休みに気軽に相談室に来てくださいね」と書かれていたのを思
い出し、スクールカウンセラーの勤務日に相談室を訪ねた。

Ｌさんの相談を受けたスクールカウンセラーは、Ｌさんの了解を得た上で校長に報告するとともに、警察への相談を提案した
が、校長は「いじめ対策組織で事実確認を行う」と判断した。

その後、関係生徒への事実確認を行い、４人とも不適切な投稿を認めた。担任はその場で関連する投稿や画像を削除させ、Ｊ
さんへの謝罪の場を設け、双方の保護者に対して指導の経緯について連絡をした。

後日、地域の放課後ボランティア活動に参加していたＪさんが、活動中に泣き出す場面があり、ボランティアスタッフが学校
に連絡を入れた。スタッフからは「SNSで画像が流出したことを心配していた」と伝えられたが、電話に出た当該学年の教員は
「学校ではいじめとして認知して対応に当たった。謝罪を終えたので多分解決していると思う」と回答した。

その翌日、保護者から学校に連絡が入り「学校は先日のいじめの件が解決したと考えているのは本当か。娘はショックを受け
て学校に行かないと言っている。裸の画像が拡散されたとも聞いている。学校には任せられないので警察に被害届を出す」との
話があった。



協議用ワークシート
①事例を読んで、教職員の対応や生徒の様子等で気になったところにマーカーなどで線を引いてください。

②①で線を引いた箇所の課題や問題点を挙げ、その原因や解決策について話し合ってください。

③ご自身の学校において、このようないじめの重大化を防ぐために、ご自身の学校ではどのような取組ができるか話し合ってく
ださい。

課題・問題点 原因や解決策



諸連絡
〇 いじめ防止基本方針の改定

〇 ネットリテラシー教材を用いた実践

等
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